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全国過疎問題シンポジウム 2026 in ふくい運営等業務委託仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

全国過疎問題シンポジウム 2026 in ふくい運営等業務 

 

２ 委託業務の目的 

令和８年（2026年）10月 29日（木）から 30日（金）の２日間開催する「全国過疎問題シンポ

ジウム 2026 in ふくい」を円滑に実施する。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和９年２月 26日（金）まで 

 

４ 委託予定金額 

８，９００，０００円（消費税および地方消費税を含む）を上限とする。 

 

５ 総  則 

（１）全国過疎問題シンポジウム 2026 in ふくい運営等業務（以下「業務」という。）は、この

仕様書により実施するものとする。なお、具体的な数量等については、別紙「全国過疎問

題シンポジウム 2026 in ふくい 運営等業務設計書」によるものとする。 

（２）業務の実施にあたっては、全国過疎問題シンポジウム実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）と十分な連絡調整を行い円滑な実施に努めるものとする。 

（３）業務の執行にあたり疑義が生じた事項については、実行委員会と協議のうえ、決定するも

のとする。 

 

６ 開催日程等  

  １日目 令和８年（2026年）10月 29日（木） 

      全体会（福井市：フェニックス・プラザ大ホール）13時～17時 

※参加費無料、参加見込み 600名 

      交流会（福井市：ホテルフジタ福井）18時～19時 30分 

※有料、参加見込み 200～300名 

 

  ２日目 令和８年（2026年）10月 30日（金） 8時～18時頃 

※参加費無料（昼食代等除く） 

      第１分科会 優良事例発表（大野市、参加見込み 100名） 

現地視察（大野市、参加見込み 50名） 

      第２分科会 優良事例発表（若狭町、参加見込み 100名） 

現地視察（若狭町、参加見込み 50名） 

      第３分科会 現地視察（池田町、参加見込み 40名） 

      第４分科会 現地視察（南越前町、参加見込み 50名） 

※全体会前日および当日午前中に準備、リハーサルを実施する。 

 

  

（別紙） 
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７ 一般事項 

（１）本仕様書は、実行委員会が実施する本業務に適用する。 

（２）受託者は、本業務遂行に必要な全体統括責任者を配置しなければならない。 

（３）本業務を遂行するための必要人員は、受託者において配置するものとする。この際、人件

費、交通費、宿泊費および食事代その他必要な費用は、特に指示がない限り、すべて契約

金額に含めるものとする。 

（４）受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、実行委員会とは常に密接に連絡を取ると

ともに、随時、福井県庁またはオンラインにおいて協議を行い、その協議内容について両

者で共有を行う。 

（５）受託者は、実行委員会の承認を得ずに本業務で得た成果品等を使用、貸与または公表して

はならない。これは、業務期間終了後も同様とする。 

（６）本業務に必要な資料、情報の収集等は本業務に含まれる。 

（７）本業務に必要な資料については可能な限り貸与する。ただし、貸与資料は、当該業務遂行

以外の目的に使用してはならない。 

（８）映像、掲示、運営等で特許権、著作権等に関わるものを採用しようとする場合は、実行委

員会と協議を行うものとする。 

（９）受託者は、本仕様書に定める事項について疑義が生じたときまたは本仕様書に定めのない

事項について決定すべき事由が生じたときは、実行委員会と協議し、その指示に従うもの

とする。 

（10）本業務の実施に当たり、作業に重大な影響のない変更は、実行委員会の指示により行うも

のとし、この場合における契約金額は、変更しないものとする。 

 

８ 業務の内容 

下記の内容について実施する。 

（１）シンポジウム参加者の受付等業務 

   ① シンポジウム参加申込の受付を行うこと。 

     参加申込は WEB サイトからの申請を原則とする。（申込経費は参加者負担とする。）ただ

し、一部関係者（主に国、県、市町村の議員等）への開催案内および参加申し込みは紙媒

体による手続きとする。 

 なお、シンポジウムの概要等の紹介は福井県のホームページを活用するが、参加申込に

必要なフォームは専用の WEB ページを用意し、県のホームページから当該 WEB ページへ

誘導する形式とする。 

 参加申込に関する問い合わせ窓口となる電話、電子メール等、応対スタッフを常備する

こと。（電話回線は業務専用でなくても可とする。ただし、対応できるスタッフを必ず配

置し、業務に支障をきたさない体制をとること。） 

 問い合わせ窓口の受付は、平日 10：00～17：00を基本とする。 

   ② 参加申込のあった人に対して、開催期間中（宿泊予定日：令和８年 10月 29日（木）から

１泊）の宿泊先の確保および斡旋等に係る以下の業務を行うこと。 

      ア 宿泊申込書の受理、取りまとめ、宿泊者名簿の作成 

      イ 申し込みの取り消しおよび変更への対応（名簿の修正を含む。） 

      ウ 宿泊に関するトラブル対応および安全対策 

      エ 宿泊施設から全体会および交流会会場までの公共交通機関等の交通手段の案内 

   ③ 参加申込のあった人に対して、「参加証」を電子メールで送付すること。 
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   ④ 参加申込を集計し、「全体会」「交流会」「優良事例発表（会場別）」「現地視察（コース別）」

それぞれの参加者リストを作成し、実行委員会に定期的に報告を行うこと。また、申込後

に参加者からの変更および取消の依頼があった場合の事務処理対応を行うこと。 

   ⑤ 次の項目については、参加申込の際に希望者を取りまとめ、「振込先金融機関口座」を記

載した請求書を電子メールで送付し、参加費等を徴収すること。ただし、徴収した参加費

等は受託額に含めないものとする。（振込手数料は参加者負担とする。） 

＜参加費等＞ 

  ア 交流会参加費 

  イ 分科会参加費（現地視察における視察先施設等入場経費等が必要な場合） 

  ウ 昼食（２日目の分科会に限る。） 

  エ 宿泊料 

 交流会参加費については、参加者から徴収した参加費を実行委員会が指定する口座およ

び期日までにまとめて振り込みを行うこと。参加費の設定額は発注者が別途指示する。 

  分科会参加費および昼食および宿泊料については、別途実行委員会が指定する手配先等

へ直接支払いを行うこと。 

  参加費等の振り込みをもって申し込みの受付完了とし、参加費等の支払いのない者には

督促し、督促の期限を過ぎても支払いがない場合は原則として申し込みを無効とするこ

と。 

   ⑥ 「全体会」「交流会」「分科会」当日の参加者の受付業務を行うこと。 

     ※受付業務は実行委員会スタッフと共同で実施することから、必要な人員については実

行委員会と協議のうえ詳細を決定すること。 

（２）シンポジウム参加者の輸送に関する業務 

     【表１】を参考に、必要な車両等を確保のうえ、参加者の全体会会場から交流会会場およ

び分科会における福井駅周辺の乗降拠点（大型バスの停車や取り回しを考慮し、乗降拠点

を決定することし、乗降拠点の占用料等が発生する場合は、委託料に含むものとする。）

と分科会会場間の輸送を行うこと。また、参加者に対し、その輸送手段や乗降場の情報を

事前に案内するとともに、福井駅周辺と分科会会場間の輸送については、各バスに添乗員

を配置すること。なお、参加者が利用することが予想される公共交通機関の時刻表も併せ

て案内すること。 

 

 

【表１：交通手配一覧表】 

 

日 程 行 程（案） 乗客カテゴリ 想定車両 

10/29（木） 
全体会会場（フェニックス・プラザ） ⇒ 

交流会会場（ホテルフジタ福井） 
参加者 

大型バス 

×２台 

10/30（金） 
分
科
会
① 

福井駅周辺⇒結とぴあ（大野市）

⇒福井駅 

参加者 

(優良事例発表のみ) 

大型バス 

×２台 

中型バス 

×１台 
福井駅周辺⇒結とぴあ⇒現地視察

⇒福井駅 

参加者 

(現地視察希望者) 
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分
科
会
② 

福井駅周辺⇒リブラ若狭⇒敦賀駅

⇒福井駅 

参加者 

(優良事例発表のみ) 

大型バス 

×２台 

中型バス 

×１台 

福井駅周辺⇒リブラ若狭⇒現地視

察⇒敦賀駅⇒福井駅 

参加者 

(現地視察希望者) 

分
科
会
③ 

福井駅周辺⇒現地視察（池田町）

⇒福井駅 
参加者 

大型バス 

×１台 

分
科
会
④ 

福井駅周辺⇒現地視察（南越前町）

⇒越前たけふ駅⇒福井駅 
参加者 

大型バス 

×１台 

※上記（１）～（２）に記載した受付手配業務等に関しては、旅行業法（昭和２７年法律第２３９

号）第３条の規定にもとづく、第一種もしくは第二種旅行業者が業務を遂行すること。 

 

（３）印刷物のデザイン／製作および配送等に関する業務 

① 案内パンフレット（Ａ４判、カラー、８頁程度、PDFデータ）を製作すること。 

※デザインのみ。 

② 招待状（２つ折りカード：両面刷り、封筒：宛名印刷有り、出欠状：両面刷り）を製作す

ること。 ※デザイン含む 

③ 「参加証」（電子データ）を製作すること。 

④ 当日配布用プログラム（Ａ４判、カラー、８頁程度、PDFデータ）を製作すること。 

※デザインのみ。 

⑤ 上記①～②の送付にかかる業務を令和８年（2026年）７月下旬までに行うこと。 

※③ に関しては８（１）- ③における送付業務を含む。 

（４）全体会・交流会・優良事例発表 各会場設営および管理業務 

   ① 「全体会」、「交流会」および「分科会（大野市および若狭町のみ）」会場（ステージ含む）

の設営および撤去を行うこと。（看板製作、各備品の手配を含む。）また、「全体会」にお

ける臨時クロークの開設・運営を行うこと。 

   ② 講演資料などの映像をプロジェクター投影するために必要な機材の調達およびオペレー

ターを配置すること。 

   ③ 音響機材、照明機材およびステージ・会場設営に必要な演台・机・椅子等備品一式は極力

会場既存備品または市町役場が管理する備品等を使用し、設営・撤去・管理を行うこと。

また、シンポジウム進行に必要な音響・照明スタッフを配置すること。 

   ④ 「全体会」の会場内に、県内市町（１７団体予定）および（一社）全国過疎地域連盟のＰ

Ｒブース（物販・パネル展示用）を設置すること。 

（５）シンポジウムの企画・準備・運営・進行管理・総合調整に関する業務 

   ① 「全体統括責任者」を配置し、シンポジウム全体の構成演出内容の検討および調整を行う

こと。また、荒天時対応ほか不測の事態に対しては、実行委員会と協議しながら、速やか

に対応できる体制をとること。（必要な許可申請等の手続きを含む。） 

   ② 進行シナリオ、タイムスケジュール、ステージプロット、会場レイアウト図の作成を行う

こと。（令和８年（2026年）９月上旬頃までに作成し、実行委員会へ提出。） 

   ③ 「全体会」、「交流会」および「分科会（大野市および若狭町のみ）」の司会の手配および
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連絡調整を行うこと。 

   ④ 「全体会」、「交流会」および「分科会（大野市および若狭町のみ）」の各会場に進行ディ

レクターを配置し、シンポジウム等の進行管理を行うこと。 

   ⑤ 「全体会」、「交流会」、「分科会（大野市および若狭町のみ）」の各会場等に運営ディレク

ターを配備し、関係スタッフへの役割分担、指導、管理を行い、受付・クローク対応、会

場案内・来賓対応、駐車場整理等の各種業務を円滑に遂行すること。 

   ⑥ 各会場と連絡調整を行い、音響・照明システムの打ち合わせおよび会場施工に関する事前

打ち合わせを行うこと。 

   ⑦ 本業務に関する打ち合わせを実施した際は、議事概要を作成し、実行委員会へ提出するこ

と。 

   ⑧ スタッフ配置図、時間帯別業務内容、注意事項、全体インフォメーション等がわかる運営マ

ニュアルを作成すること。（令和８年（2026年）９月中旬頃までに作成し、実行委員会へ提出

すること。） 

   ⑨ 全体会前日から会場準備およびリハーサル等の進行管理を行うこと。 

※進行シナリオ、タイムスケジュール等は過去大会の資料を参考に作成すること。 

（６）シンポジウムにかかる記録業務 

   ① 優良事例表彰にかかる記念撮影を行うため、カメラマンの手配および連絡調整を行うこ

と。表彰団体ごとに撮影写真５枚（記念撮影写真を含む）および写真データを CD-R等に

保存し表彰団体あてに送付すること。 

   ②「全体会」、「交流会」および「優良事例発表・現地視察」の状況を随時静止画等で撮影し、

当該記録用写真データを CD-R等に保存し実行委員会へ提出すること。 

   ③「全体会」、「交流会」および「分科会（現地視察は除く。）」において、最低２カメラを使

用し、会場全体と発言者の映像を記録すること。記録した映像について、ワイプやチャプ

ター等の編集作業を行ったうえでＤＶＤに収録し、実行委員会へ提出すること。 

（７）その他特記事項 

① 「全体会」および「交流会」を通して、本県の特色や魅力をアピールすることにより来場

者の満足度を高め、他県からの参加者が再度来県につながることが期待できる企画を提案

すること。なお、当該企画の実施に必要な経費は見積書に含めること。ただし、実施につ

いては内容を検討の上で決定するため、実施しない場合は当該経費について調整する場合

があるので留意すること。 

② なお、荒天時の対応および上記（１）～（７）に関する打ち合わせ等を行う経費として、

必要に応じ業務管理費を計上すること。 

 

９ 報  告 

  受託者は、この事業の実施状況について、次により実行委員会に報告する。 

（１）成果図書等 

   ① 業務完了報告書 

   ② 全体会、交流会、分科会の映像を収録したＤＶＤ 

   ③ その他（打合せ記録、本業務で使用した各種ドキュメント） 

（２）図書の体裁 

    Ａ４版縦、横書き、作図等は適宜（Ａ３版の折込可） 

（３）納品方法 

   ① 紙媒体（カラー） 報告書１部 
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   ② ＤＶＤ 

   ③ ドキュメント類 電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に格納し、１枚 

（４）提出期限 令和９年２月 26日（金）まで 

（５）その他 

   受託者は、事業の実施状況について実行委員会から指示があった場合には、速やかに必要事

項を報告する。 

 

10 個人情報の保護 

  受託者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報・死者

情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。 

 

11 情報セキュリティ対策 

情報の改ざん、漏えい等、WEB ページへの不正アクセスの防止対策およびコンピューターウイ

ルス等のセキュリティ対策、個人情報の保護等に万全を期し、機密性、完全性、可用性、暗号化

通信等、セキュリティに必要な機能を構築すること。 

 

12 留意事項 

（１） 本業務の受託者は、業務の遂行にあたっては本業務の実施に関して知り得た秘密を厳守し、

個人情報等の漏洩がないよう機密保持に万全を期すること。また、委託業務終了後も同様

とする。 

（２）本事業を実施するにあたっては、善良なる管理者の注意をもって処理し、事業目的を達成

するために効率的に運営すること。 

（３）本事業を実施するにあたっては、関係法令を遵守するほか、危機管理意識に基づく健全か

つ安全な業務執行を図ること。 

（４）本事業を実施するにあたっては、事故や運営上の課題などが発生した場合には、速やかに

実行委員会に連絡すること。 

（５）本事業の実施にあたっては、複数に一斉メール送信を行うことが想定されるが、ＢＣＣで

送信すべきところをＴＯやＣＣで送信する誤りを防止するため、受託者は、契約締結日ま

でに、次のいずれかの機能または実行委員会がこれらに相当すると認める機能を有するシ

ステムやツールを導入すること。なお、当該メールを送信する際には、当該システムやツ

ールを使用すること。 

   ア ＢＣＣ強制変換機能 

     メール送信する際に、ＴＯやＣＣでの指定をＢＣＣに強制変換するもの。 

   イ 送信時の宛先確認機能 

     メール送信する際に、送信するメールの宛先の確認を要するもの。 

   ウ 上司等による承認機能 

     メール送信する際に、上司等の承認を要するもの。 

（６）本事業で作成した報告書等成果品について、著作権、所有権等、その他一切の権利は実行

委員会に帰属するものとし、報告書等の内容について、実行委員会の許可なく他に使用あ

るいは公表してはならない。また受託者は、報告書等成果品の著作者人格権については、

将来にわたり行使しないこと。 

（７）著作権、肖像権等、他の人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。成果品や

資料等の公開に伴い、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は
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自己の費用および責任においてこれを解決するものとし、かつ委託者に何らかの損害を与

えたときはその損害を賠償するものとする。 

（８）委託業務に要した経費について、帳簿を備え、収入額および支出額を記載し、その内容を

証する証拠書類とともに、その出納を常に明らかにしておくこと。また、帳簿および証拠

書類を委託業務の完了した日の属する年度の翌年度から５年間整備保存しておくこと。 

（９）受託者は、本業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることができない。ただ

し、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、実行委員会と協議の上、第

三者に委託することができる。 

（10）シンポジウムの開催に要する以下のアからエに掲げる経費については、委託契約額に含ま

ず、実行委員会または参加者が別途負担する。これ以外の経費については、変更契約の事

由に該当するものを除き、契約金額に含まれるものとする。 

ア 「全体会」、「交流会」、「分科会」の会場および会場に付属する貸出備品の使用料 

イ 出演者等の１０月２９日（木）の昼食経費 

ウ 交流会の参加費（飲食物等の持ち込み料を含む。）および分科会の昼食経費および現地

視察における視察先施設等入場経費および宿泊料（いずれも参加者負担あり） 

エ 出演者等への報償費および旅費（宿泊費、交通費等） 


